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【手続補正書】
【提出日】令和3年9月16日(2021.9.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバと情報の送受信を行うユーザの端末によって実行されるプログラムであって、
　前記ユーザの情報を含む第１情報を通信部によって前記サーバに送信することと、
　前記ユーザと取引を行う候補である、少なくとも１つ以上の候補企業と前記ユーザとの
前記取引に関する、前記第１情報に基づく見積もり情報を前記通信部によって前記サーバ
から受信することと、
　前記少なくとも１つ以上の候補企業の前記取引に関する前記見積もり情報を前記端末の
表示領域に表示することと、
　前記表示領域に前記見積もり情報が表示された、前記少なくとも１つ以上の候補企業の
うち、前記ユーザによって選択された企業との前記取引により請求された金額に関する情
報を前記通信部によって前記サーバに送信することとが前記端末によって実行される。
【請求項２】
　請求項１に記載のプログラムであって、
　前記取引により請求された金額に関する情報は、前記端末の撮影部によって撮影された
画像に基づく情報である。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載のプログラムであって、
　前記取引により請求された金額に関する情報を前記サーバへ送信することに基づいて、
前記ユーザに対する特典に関する情報を前記通信部によって前記サーバから受信すること
が前記端末によって実行される。
【請求項４】
　請求項１に記載のプログラムであって、
　前記取引により請求された金額に関する情報は、前記端末から前記サーバを介して支払
いが行われることにより、前記取引により請求された金額に関する情報が前記サーバに送
信される。
【請求項５】
　請求項１から請求項４の少なくとも一項に記載のプログラムであって、
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　前記少なくとも１つ以上の候補企業による取引により請求された金額に関する情報に基
づく、前記少なくとも１つ以上の候補企業が請求する予想請求金額に関する情報を前記通
信部によって前記サーバから受信することが前記端末によって実行される。
【請求項６】
　請求項５に記載のプログラムであって、
　前記予想請求金額に関する情報は、前記第１情報に基づいて決定される。
【請求項７】
　請求項５または請求項６に記載のプログラムであって、
　前記少なくとも１つ以上の候補企業の前記取引に関する前記見積もり情報と前記予想請
求金額に関する情報とを前記端末の表示領域に表示することが前記端末によって実行され
る。
【請求項８】
　請求項１から請求項７の少なくとも一項に記載のプログラムであって、
　前記見積もり情報は、前記第１情報を前記サーバが受信した後、設定された時間が経過
した後に、前記通信部によって前記サーバから受信する。
【請求項９】
　請求項１から請求項８の少なくとも一項に記載のプログラムであって、
　前記見積もり情報は、前記第１情報を前記サーバが受信した後、少なくとも二つ以上の
候補企業の見積もり情報を前記サーバが取得したことに基づいて、前記通信部によって前
記サーバから受信する。
【請求項１０】
　請求項１から請求項９の少なくとも一項に記載のプログラムであって、
　複数の候補企業の見積もり情報を前記通信部によって前記サーバから受信した場合、前
記複数の候補企業の見積もり情報をまとめた画像を前記表示領域に表示することが前記端
末によって実行される。
【請求項１１】
　請求項１から請求項９の少なくとも一項に記載のプログラムであって、
　複数の候補企業の見積もり情報を前記通信部によって前記サーバから受信した場合、前
記複数の候補企業の見積もり情報の金額に基づく順序で、前記複数の候補企業に関する情
報を前記表示領域に表示することが前記端末によって実行される。
【請求項１２】
　請求項１から請求項１１のいずれか一項に記載のプログラムであって、
　前記少なくとも１つ以上の候補企業に対する前記取引に関する情報を前記通信部によっ
て前記サーバに送信することが前記端末によって実行される。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のプログラムであって、
　前記取引に関する情報は、メッセージである。
【請求項１４】
　請求項１２に記載のプログラムであって、
　前記取引に関する情報は、前記少なくとも１つ以上の候補企業と前記取引の交渉を行う
ための画像情報である。
【請求項１５】
　請求項１から請求項１４のいずれか一項に記載のプログラムであって、
　前記少なくとも１つ以上の候補企業のうち、前記ユーザに前記選択された候補企業に対
する前記ユーザの評価を前記通信部によって前記サーバに送信することが前記端末によっ
て実行される。
【請求項１６】
　請求項１から請求項１５のいずれか一項に記載のプログラムであって、
　前記表示領域に表示された、前記少なくとも１つ以上の候補企業に関する情報のうち、
前記ユーザによって前記選択された企業に対して、前記第１情報とは異なる前記ユーザの
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情報を含む第２情報を前記通信部によって前記サーバへ送信することが前記端末によって
実行される。
【請求項１７】
　請求項１から請求項１６のいずれか一項に記載のプログラムであって、
　複数の候補企業の前記取引に関する、前記複数の企業各々の前記見積もり情報を前記表
示領域に表示することと、
　前記複数の候補企業のうち、前記ユーザによって前記選択された企業以外との前記取引
に関する情報の通信を終了することとが前記端末によって実行される。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のプログラムであって、
　前記取引を行う情報は、メッセージに関する情報であり、
　前記メッセージにより、前記ユーザと前記複数の企業とで前記取引に関する通信が実行
可能である。
【請求項１９】
　請求項１７または請求項１８に記載のプログラムであって、
　前記端末ごとに変更可能な、前記複数の候補企業に関する情報を前記表示領域に表示す
ることが前記端末によって実行される。
【請求項２０】
　サーバと情報の送受信を行うユーザの端末であって、
　前記ユーザの情報を含む第１情報を通信部によって前記サーバに送信し、前記ユーザと
取引を行う候補である、少なくとも１つ以上の候補企業と前記ユーザとの前記取引に関す
る、前記第１情報に基づく見積もり情報を前記サーバから受信する通信部と、
　前記少なくとも１つ以上の候補企業の前記取引に関する前記見積もり情報を前記端末に
表示する表示部と、
　前記表示領域に前記見積もり情報が表示された、前記少なくとも１つ以上の候補企業の
うち、前記ユーザによって選択された企業との前記取引により請求された金額に関する情
報を前記通信部によって前記サーバに送信する制御を行う制御部とを備える。
【請求項２１】
　サーバと情報の送受信を行うユーザの端末の情報処理方法であって、
　前記ユーザの情報を含む第１情報を通信部によって前記サーバに送信することと、
　前記ユーザと取引を行う候補である、少なくとも１つ以上の候補企業と前記ユーザとの
前記取引に関する、前記第１情報に基づく見積もり情報を前記通信部によって前記サーバ
から受信することと、
　前記少なくとも１つ以上の候補企業の前記取引に関する前記見積もり情報を前記端末の
表示領域に表示することと、
　前記表示領域に前記見積もり情報が表示された、前記少なくとも１つ以上の候補企業の
うち、前記ユーザによって選択された企業との前記取引により請求された金額に関する情
報を前記通信部によって前記サーバに送信することとを含む。
【請求項２２】
　ユーザの端末と情報の送受信を行うサーバによって実行されるプログラムであって、
　前記ユーザの情報を含む第１情報を通信部によって前記端末から受信することと、
　前記ユーザと取引を行う候補である、少なくとも１つ以上の候補企業と前記ユーザとの
前記取引に関する、前記第１情報に基づく見積もり情報を前記通信部によって前記端末へ
送信することと、
　前記端末の表示領域に前記見積もり情報が表示された、前記少なくとも１つ以上の候補
企業のうち、前記ユーザによって選択された企業との前記取引により請求された金額に関
する情報を前記通信部によって前記端末から受信することとが前記サーバによって実行さ
れる。
【請求項２３】
　請求項２２に記載のプログラムであって、
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　前記取引により請求された金額に関する情報は、前記端末の撮影部によって撮影された
画像に基づく情報である。
【請求項２４】
　請求項２２または請求項２３に記載のプログラムであって、
　前記取引により請求された金額に関する情報を前記端末から受信することに基づいて、
前記ユーザに対する特典に関する情報を前記通信部によって前記端末へ送信することが前
記サーバによって実行される。
【請求項２５】
　請求項２２に記載のプログラムであって、
　前記取引により請求された金額に関する情報は、前記端末から前記サーバを介して支払
いが行われることにより、前記取引により請求された金額に関する情報を前記端末から受
信する。
【請求項２６】
　請求項２２から請求項２５の少なくとも一項に記載のプログラムであって、
　前記少なくとも１つ以上の候補企業による取引により請求された金額に関する情報に基
づく、前記少なくとも１つ以上の候補企業が請求する予想請求金額に関する情報を前記通
信部によって前記端末に送信することが前記サーバによって実行される。
【請求項２７】
　請求項２６に記載のプログラムであって、
　前記予想請求金額に関する情報は、前記第１情報に基づいて決定される。
【請求項２８】
　請求項２６または請求項２７に記載のプログラムであって、
　前記少なくとも１つ以上の候補企業の前記取引に関する前記見積もり情報と前記予想請
求金額に関する情報とは、前記端末の表示領域に表示される。
【請求項２９】
　請求項２２から請求項２８の少なくとも一項に記載のプログラムであって、
　前記見積もり情報は、前記第１情報を前記サーバが受信した後、設定された時間が経過
した後に、前記通信部によって前記端末へ送信される。
【請求項３０】
　請求項２２から請求項２９の少なくとも一項に記載のプログラムであって、
　前記見積もり情報は、前記第１情報を前記サーバが受信した後、少なくとも二つ以上の
候補企業の見積もり情報を前記サーバが取得したことに基づいて、前記通信部によって前
記端末へ送信される。
【請求項３１】
　請求項２２から請求項３０の少なくとも一項に記載のプログラムであって、
　前記見積もり情報は、複数の候補企業の見積もり情報が前記通信部によって前記端末へ
送信された場合、前記複数の候補企業の見積もり情報をまとめた画像が前記表示領域に表
示される。
【請求項３２】
　請求項２２から請求項３０の少なくとも一項に記載のプログラムであって、
　前記複数の候補企業に関する情報は、複数の候補企業の見積もり情報が前記通信部によ
って前記端末へ送信された場合、前記複数の候補企業の見積もり情報の金額に基づく順序
で前記表示領域に表示される。
【請求項３３】
　請求項２２から請求項３２のいずれか一項に記載のプログラムであって、
　前記少なくとも１つ以上の候補企業に対する前記取引に関する情報を前記通信部によっ
て前記端末から受信することが前記サーバによって実行される。
【請求項３４】
　請求項３３に記載のプログラムであって、
　前記取引に関する情報は、メッセージである。
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【請求項３５】
　請求項３３に記載のプログラムであって、
　前記取引に関する情報は、前記少なくとも１つ以上の候補企業と前記取引の交渉を行う
ための画像情報である。
【請求項３６】
　請求項２２から請求項３５のいずれか一項に記載のプログラムであって、
　前記少なくとも１つ以上の候補企業のうち、前記ユーザに前記選択された候補企業に対
する前記ユーザの評価を前記通信部によって前記端末から受信することが前記サーバによ
って実行される。
【請求項３７】
　請求項１から請求項１５のいずれか一項に記載のプログラムであって、
　前記表示領域に表示された、前記少なくとも１つ以上の候補企業に関する情報のうち、
前記ユーザによって前記選択された企業に対して送信される、前記第１情報とは異なる前
記ユーザの情報を含む第２情報を前記通信部によって前記端末から受信することが前記サ
ーバによって実行される。
【請求項３８】
　ユーザの端末と情報の送受信を行うサーバであって、
　前記ユーザの情報を含む第１情報を前記端末から受信し、前記ユーザと取引を行う候補
である、少なくとも１つ以上の候補企業と前記ユーザとの前記取引に関する、前記第１情
報に基づく見積もり情報を前記端末へ送信する通信部と、
　前記端末の表示領域に前記見積もり情報が表示された、前記少なくとも１つ以上の候補
企業のうち、前記ユーザによって選択された企業との前記取引により請求された金額に関
する情報を前記通信部によって前記端末から受信する制御を行う制御部とを備える。
【請求項３９】
　ユーザの端末と情報の送受信を行うサーバの情報処理方法であって、
　前記ユーザの情報を含む第１情報を通信部によって前記端末から受信することと、
　前記ユーザと取引を行う候補である、少なくとも１つ以上の候補企業と前記ユーザとの
前記取引に関する、前記第１情報に基づく見積もり情報を前記通信部によって前記端末へ
送信することと、
　前記端末の表示領域に前記見積もり情報が表示された、前記少なくとも１つ以上の候補
企業のうち、前記ユーザによって選択された企業との前記取引により請求された金額に関
する情報を前記通信部によって前記端末から受信することとを含む。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　本発明の第１の態様によると、サーバと情報の送受信を行うユーザの端末によって実行
されるプログラムは、ユーザの情報を含む第１情報を通信部によってサーバに送信するこ
とと、ユーザと取引を行う候補である、少なくとも１つ以上の候補企業とユーザとの取引
に関する、第１情報に基づく見積もり情報を通信部によってサーバから受信することと、
少なくとも１つ以上の候補企業の取引に関する見積もり情報を端末の表示領域に表示する
ことと、表示領域に見積もり情報が表示された、少なくとも１つ以上の候補企業のうち、
ユーザによって選択された企業との取引により請求された金額に関する情報を通信部によ
って前記サーバに送信することとが端末によって実行される。
　本発明の第２の態様によると、サーバと情報の送受信を行うユーザの端末は、記ユーザ
の情報を含む第１情報を通信部によってサーバに送信し、ユーザと取引を行う候補である
、少なくとも１つ以上の候補企業とユーザとの取引に関する、第１情報に基づく見積もり
情報をサーバから受信する通信部と、少なくとも１つ以上の候補企業の取引に関する見積
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もり情報を端末に表示する表示部と、表示領域に見積もり情報が表示された、少なくとも
１つ以上の候補企業のうち、ユーザによって選択された企業との取引により請求された金
額に関する情報を通信部によってサーバに送信する制御を行う制御部とを備える。
　本発明の第３の態様によると、サーバと情報の送受信を行うユーザの端末の情報処理方
法は、ユーザの情報を含む第１情報を通信部によってサーバに送信することと、ユーザと
取引を行う候補である、少なくとも１つ以上の候補企業とユーザとの取引に関する、第１
情報に基づく見積もり情報を通信部によってサーバから受信することと、少なくとも１つ
以上の候補企業の取引に関する見積もり情報を端末の表示領域に表示することと、表示領
域に見積もり情報が表示された、少なくとも１つ以上の候補企業のうち、ユーザによって
選択された企業との取引により請求された金額に関する情報を通信部によってサーバに送
信することとを含む。
　本発明の第４の態様によると、ユーザの端末と情報の送受信を行うサーバによって実行
されるプログラムは、ユーザの情報を含む第１情報を通信部によって端末から受信するこ
とと、ユーザと取引を行う候補である、少なくとも１つ以上の候補企業とユーザとの取引
に関する、第１情報に基づく見積もり情報を通信部によって端末へ送信することと、端末
の表示領域に見積もり情報が表示された、少なくとも１つ以上の候補企業のうち、ユーザ
によって選択された企業との取引により請求された金額に関する情報を通信部によって端
末から受信することとがサーバによって実行される。
　本発明の第５の態様によると、ユーザの端末と情報の送受信を行うサーバは、ユーザの
情報を含む第１情報を端末から受信し、ユーザと取引を行う候補である、少なくとも１つ
以上の候補企業とユーザとの取引に関する、第１情報に基づく見積もり情報を端末へ送信
する通信部と、端末の表示領域に見積もり情報が表示された、少なくとも１つ以上の候補
企業のうち、ユーザによって選択された企業との取引により請求された金額に関する情報
を通信部によって端末から受信する制御を行う制御部とを備える。
　本発明の第６の態様によると、ユーザの端末と情報の送受信を行うサーバの情報処理方
法は、ユーザの情報を含む第１情報を通信部によって端末から受信することと、ユーザと
取引を行う候補である、少なくとも１つ以上の候補企業とユーザとの取引に関する、第１
情報に基づく見積もり情報を通信部によって端末へ送信することと、端末の表示領域に見
積もり情報が表示された、少なくとも１つ以上の候補企業のうち、ユーザによって選択さ
れた企業との取引により請求された金額に関する情報を通信部によって端末から受信する
こととを含む。


	header
	written-amendment

